
 

告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特
定
工
程
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特

定
工
程
後
の
工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
、
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る
建
築
物
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を

受
け
る
た
め
の
書
類
を
提
出
す
る
建
築
物
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
を
通
知
す

る
建
築
物
（
法
第
六
十
八
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
で
あ
る
認
証
型
式
部
材
等
に

係
る
型
式
に
適
合
す
る
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
及
び
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
た
建

築
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
た
建
築
物
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受

け
る
た
め
の
書
類
を
提
出
し
た
建
築
物
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
を
通
知
し
た

建
築
物
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
号
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
中
間
検
査

に
係
る
特
定
工
程
等
の
指
定
）
に
よ
る
中
間
検
査
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
中

間
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 
清 

司 
 

 
 

一 

中
間
検
査
行
う
区
域 

 

埼
玉
県
の
区
域
の
う
ち
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く

市
町
村
の
区
域
を
除
く
区
域 

二 

中
間
検
査
を
行
う
建
築
物
の
構
造
、
用
途
及
び
規
模 

 

一
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
構
造
、
用
途
及
び
規
模
の
も
の
と
す
る
。 

イ 

主
要
構
造
部
の
全
部
又
は
一
部
を
木
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
と
し
た
住
宅
（
長

屋
、
共
同
住
宅
及
び
住
宅
以
外
の
用
途
を
兼
ね
る
建
築
物
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
地
階
を

除
く
階
数
が
三
以
上
の
も
の
（
ホ
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
） 

ロ 

鉄
骨
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上

の
も
の 

ハ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く

階
数
が
五
以
上
の
も
の 

ニ 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
地
階
を

除
く
階
数
が
五
以
上
の
も
の 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号



 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、

地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
の
も
の 

三 
指
定
す
る
特
定
工
程 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程
（
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
工
事
の
工
程

に
法
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
工
程
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
特
定
工
程
）
と
す
る
。 

イ 

前
号
イ
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
工
事
の
工
程 

ロ 

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
の
配
筋
工
事
の
工
程 

ハ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
一
階
の
建
て
方
工
事
の
工
程 

ニ 

前
号
ハ
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
の
配
筋

工
事
（
当
該
配
筋
工
事
を
現
場
で
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支

持
す
る
は
り
の
取
付
工
事
）
の
工
程 

ホ 

前
号
ニ
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
一
階
の
建
て
方
工
事
の
工
程 

へ 

前
号
ホ
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
に
応
じ

ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程 

四 

指
定
す
る
特
定
工
程
後
の
工
程 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程
（
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
特
定
工
程
を
法
第
七
条

の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
工
程
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
工
程
後
の
工
程
）
と

す
る
。 

イ 

前
号
イ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
壁
の
外
装
工
事
及
び
内
装
工
事
（
こ
れ
ら
の

工
事
の
う
ち
、
工
法
上
中
間
検
査
前
に
施
工
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
工
事
を
除
く
。
）

の
工
程 

ロ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
工
事
の
工
程 

ハ 

前
号
ハ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
耐
火
被
覆
工
事
そ
の
他
鉄
骨
部
分
を
覆
う
工

事
の
工
程 

ニ 

前
号
ニ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
配

置
さ
れ
た
鉄
筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工
事
（
二
階
の
床
及

び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
の
配
筋
工
事
を
現
場
で
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
上
階
の

柱
又
は
壁
の
取
り
付
け
工
事
）
の
工
程 

ホ 

前
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
柱
又
は
は
り
の
配
筋
工
事
の
工
程 

ヘ 

前
号
ヘ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に

応
じ
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程 


